
１．件名：玄海原子力発電所３号機の設計及び工事の計画（SG 保管庫共用化）への対応につ

いて 

２．日時：令和５年９月２０日（水） １０時３０分～１１時１５分 

３．場所：原子力規制庁 ９階Ａ会議室 

４．出席者： 

原子力規制庁 

 原子力規制部審査グループ 

実用炉審査部門 

塚部安全規制調整官、寺野管理官補佐、宮嶋安全審査官 

 

九州電力株式会社  

原子力発電本部 原子力工事グループ 課長 他４名 

 

５．要旨  

（１）九州電力株式会社より、玄海原子力発電所第３号機の設計及び工事の計画（SG 保

管庫共用化）（以下、「SG 保管庫設工認」という。）に関して、資料に基づき説

明があった。 

 

（２）これに対し、原子力規制庁は、SG 保管庫設工認の内容の再確認及び工事の着手状

況等の事実確認を行い、九州電力株式会社の対応が適切に行われていることを確

認した。 

   

６．その他 

提出資料：蒸気発生器保管庫共用化及び保管対象物変更工事に係る今後の対応につ

いて 

 

以上 


